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FEATURE STORY 1

世界の５大木材産出国のひとつインドネシア。かつて、伐採される木材の９割は違法だった㊤�
ⒸEuropean�Union�-�CIFOR�Jan�van�der�Ploeg�2015
マレーシア・サラワク州では、熱帯雨林が伐採され、プランテーションの開発が進められている
（提供：熱帯雨林行動ネットワーク）

木と紙のリスクは
グレーゾーン
にあり

　

世
界
の
違
法
伐
採
木
材
は
木
材
貿
易
の
10
─
30
％
を
占

め
、そ
の
取
引
額
は
最
大
年
間
16
兆
円
に
達
す
る
と
い
う
。各

国
政
府
は
違
法
伐
採
の
法
的
規
制
を
強
め
、
日
本
で
も
遅
れ

ば
せ
な
が
ら
今
年
５
月
に
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
が
成
立
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
強
制
力
は
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク（
完
全
な
違
法
）

な
木
材
で
は
な
い
か
ら
使
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
は
、
日
本

企
業
は
大
き
な
事
業
リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。
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副
編
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長
・
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華
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小
松�
遥
香
、
寺
町�

幸
枝
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
＝
栗
田�

路
子
）
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る
の
は
、
主
に
東
南
ア
ジ
ア
、
ブ

ラ
ジ
ル
、
ア
フ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
な

ど
だ
。
特
に
、
マ
レ
ー
シ
ア
・
サ

ラ
ワ
ク
州（
ボ
ル
ネ
オ
島
北
西
部
）

は
、
世
界
で
最
も
森
林
減
少
率
が

高
い
地
域
の
一
つ
で
、
先
住
民
の

人
権
侵
害
や
熱
帯
雨
林
の
違
法
伐

採
が
続
い
て
い
る
。

　

サ
ラ
ワ
ク
州
で
は
、
マ
レ
ー
シ

ア
政
府
が
管
理
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス

制
度
で
森
林
伐
採
を
規
制
し
て
い

る
。
伐
採
許
可
を
保
有
す
る
の
は
、

主
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
木
材
大
手
６

社
、
サ
ム
リ
ン
、
シ
ン
ヤ
ン
、
リ
ン

ブ
ナ
ン
・
ヒ
ジ
ャ
ウ
、
タ
・
ア
ン
、

Ｗ
Ｔ
Ｋ
、
Ｋ
Ｔ
Ｓ
だ
。

　

だ
が
、
組
織
的
な
汚
職
や
制
度

の
脆
弱
さ
か
ら
、
森
林
保
全
地
域

で
の
伐
採
や
地
元
住
民
の
土
地
を

奪
う
破
壊
的
な
伐
採
な
ど
、「
違

法
伐
採
」が
横
行
し
て
い
る
。

法
整
備
は
米
国
が
先
行

　

米
環
境
調
査
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

（
Ｅ
Ｉ
Ａ
）ユ
ー
ラ
シ
ア
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
デ

イ
ビ
ッ
ド
・
ゲ
ー
ル
氏
は
４
月
に

開
催
さ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
で
、「
違

法
伐
採
が
な
ぜ
な
く
な
ら
な
い
か
、

そ
れ
は
安
い
か
ら
買
う
消
費
国
が

木と紙のリスクはグレーゾーンにあり

「
日
本
は
、
違
法
伐
採
が
疑
わ
れ

る
マ
レ
ー
シ
ア
・
サ
ラ
ワ
ク
産
合

板
の
55
％
を
輸
入
す
る
最
大
の
輸

入
国
だ
」
│
。

　

２
０
１
６
年
３
月
末
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ

熱
帯
林
行
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
Ｊ

Ａ
Ｔ
Ａ
Ｎ
、
東
京
・
新
宿
）や
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ

「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
フ
ォ
ー
・
チ
ェ
ン

ジ
」
が
記
者
会
見
を
開
き
、
批
判

し
た
。

　

サ
ラ
ワ
ク
産
合
板
は
、
日
本
の

商
社
な
ど
を
通
じ
て
国
内
に
流
通

し
、
そ
の
多
く
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

型
枠（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
パ
ネ
ル
）

や
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
基
材
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。

　

Ｊ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｎ
は
、「
サ
ラ
ワ
ク
に

残
さ
れ
て
い
る
熱
帯
天
然
林
は
、

当
初
の
わ
ず
か
５
％
に
過
ぎ
な
い
。

サ
ラ
ワ
ク
の
伐
採
は
、
森
林
に
暮

ら
し
や
生
計
、
文
化
、
食
料
を
依

存
し
て
い
る
先
住
民
に
負
の
影
響

を
与
え
て
い
る
」と
報
告
し
て
い
る
。

　

サ
ラ
ワ
ク
州
の
人
口
２
３
５
万

人
の
う
ち
、
半
分
が
先
住
民
だ
。

環
境
問
題
調
査
会
社
の
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ウ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
社（
本
社
・
英

国
）
に
よ
る
と
、
先
住
民
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
は
こ
れ
ま
で
、
サ
ラ
ワ

ク
州
政
府
や
企
業
を
相
手
に
、
先

住
民
族
の
土
地
に
対
す
る
慣
習
権

違
反
の
訴
え
を
２
０
０
件
以
上
起

こ
し
て
き
た
と
い
う
。

　

地
球
・
人
間
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
東
京
・
台
東
）の
坂
本
有
希
企
画

調
査
部
長
は
、「
意
図
的
で
あ
れ
、

無
意
識
で
あ
れ
、人
権
侵
害
に『
加

担
』し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
」と
言
い
切
る
。

木
材
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
も
横
行

　

だ
が
、
こ
の
問
題
は
大
手
メ

デ
ィ
ア
で
は
あ
ま
り
報
道
さ
れ
な

か
っ
た
。
日
本
人
の
関
心
も
高
い

と
は
言
え
な
い
。

　

そ
も
そ
も「
違
法
伐
採
木
材
」

と
は
何
か
。
ど
ん
な
問
題
を
は

ら
ん
で
い
る
の
か
。

　

林
野
庁
の
定
義
で
は
、「
各
国

政
府
か
ら
正
規
の
許
可
を
受
け
て

い
な
い
伐
採（
許
可
さ
れ
た
量
・

サ
イ
ズ
以
外
の
伐
採
を
含
む
）、

伐
採
禁
止
地
域
に
お
け
る
伐
採
、

伐
採
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
樹
種
の

伐
採
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法

令
に
違
反
し
て
伐
採
さ
れ
た
木

材
」と
し
て
い
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル（
国
際
刑
事

警
察
機
構
）
と
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ（
国
連

環
境
計
画
）が
２
０
１
６
年
６
月

に
公
表
し
た
報
告
書
に
よ
る
と
、

違
法
伐
採
木
材
は
木
材
貿
易
の
10

│
30
％
を
占
め
、
そ
の
取
引
額
は

年
間
５
０
０
億
㌦（
約
５
兆

３
５
０
０
億
円
）│
１
５
２
０
億
㌦

（
約
16
兆
３
千
億
円
）に
上
る
。

　

同
報
告
書
で
は
、「
違
法
な
も

の
を
合
法
に
見
せ
か
け
る『
木
材

ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
』の
方
法
は
進
化

し
、
よ
り
高
度
に
隠い
ん

蔽ぺ
い

さ
れ
て
い

る
。
近
年
、
多
国
間
に
ま
た
が
る

組
織
的
犯
罪
が
増
え
て
い
る
」と

指
摘
す
る
。

　

違
法
伐
採
が
多
い
と
さ
れ
て
い

い
る
か
ら
。
根
絶
す
る
に
は
、
消

費
国
に
訴
え
る
こ
と
が
大
切
。
買

い
手
が
い
な
け
れ
ば
密
輸
も
な
く

な
る
」と
訴
え
た
。

　

世
界
で
は
、
２
０
０
５
年
に
英

国
で
開
催
さ
れ
た
Ｇ
８
・
グ
レ

ニ
ー
グ
ル
ズ
サ
ミ
ッ
ト
で
合
意
さ

れ
た
行
動
計
画
に
よ
っ
て
、
違
法

伐
採
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
に

な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
各
国
で
法
整
備
が
進

み
、
米
国
で
は
２
０
０
８
年
に
レ

イ
シ
ー
法
が
改
正
さ
れ（
24
ペ
ー

ジ
参
照
）、Ｅ
Ｕ
で
は
２
０
１
０
年

に
Ｅ
Ｕ
Ｔ
Ｒ（
Ｅ
Ｕ
木
材
法
）が
制

定
さ
れ
た（
22
ペ
ー
ジ
参
照
）。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
２
０
１
４

年
か
ら
違
法
伐
採
禁
止
法
が
施
行

さ
れ
て
い
る
。

　

国
内
で
の
森
林
皆
伐
を
禁
止
す

る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
ノ
ル

ウ
ェ
ー
で
は
、
世
界
最
大
の
政
府

系
フ
ァ
ン
ド
で
あ
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー

政
府
年
金
が
、
サ
ラ
ワ
ク
で
の
違

法
伐
採
を
問
題
視
し
、
２
０
１
０

年
に
８
月
に
サ
ム
リ
ン
、２
０
１
３

年
10
月
に
Ｗ
Ｔ
Ｋ
、
タ
・
ア
ン
か

ら
投
資
を
引
き
上
げ
た
。

　

一
方
、
日
本
は
ど
う
か
。
日
本

で
は
、
グ
リ
ー
ン
購
入
法
の
基
本

日
本
の
取
り
組
み 

不
十
分
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「
合
法
伐
採
木
材
を
利
用
す
る
」と

い
う
努
力
義
務
に
と
ど
ま
り
、
違

法
木
材
の
使
用
や
流
通
に
対
す
る

罰
則
は
な
い
。

　

ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
は
２
０

１
５
年
４
月
に
、
自
民
党
の
林
政

小
委
員
会
で
議
論
が
始
ま
っ
た
。

６
月
に
は
、
民
主
党（
当
時
）の
森

林
・
林
業
政
策
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

も
違
法
伐
採
対
策
に
つ
い
て
の
会

合
を
開
く
な
ど
、
超
党
派
の
議
員

立
法
で
の
成
立
が
目
指
さ
れ
て
き

た
。
両
党
と
も
、中
間
報
告
ま
で
に

６
回
の
会
合
を
行
い
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や

業
界
団
体
か
ら
も
意
見
を
聞
い
た
。

　

中
間
取
り
ま
と
め
で
は
、
自
民

党
は「
日
本
の
違
法
伐
採
対
策
の

取
り
組
み
は
不
十
分
で
あ
る
」と

し
、「
実
効
性
の
あ
る
強
化
を
図

る
」と
し
た
。

　

民
主
党
は「
事
業
者
に
対
し
、

合
法
性
の
念
入
り
な
確
認
を
求
め

る
と
と
も
に
、
合
法
性
証
明
の
取

得
を
義
務
付
け
、
同
証
明
を
得
な

い
取
り
引
き
を
禁
止
す
る
。
規
制

策
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
、

違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
刑
事
罰

を
も
っ
て
対
処
す
る
こ
と
を
目
指

す
」と
報
告
し
て
い
る
。

　

自
民
党
の
林
政
小
委
員
会
に
は
、

全
国
木
材
組
合
連
合
会
や
日
本
木

材
輸
入
協
会
な
ど
、
多
く
の
業
界

団
体
が
参
加
し
た
。
最
終
的
に
可

決
し
た
ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
で
は

登
録
制
度
が
設
け
ら
れ
、
あ
く
ま

で
自
主
的
に
登
録
し
た「
登
録
木

材
関
連
事
業
者
」の
み
が
、デ
ュ
ー

デ
リ
ジ
ェ
ン
ス（
潜
在
リ
ス
ク
の

洗
い
出
し
）
を
行
い
、
合
法
性
を

証
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

林
野
庁
林
政
部
木
材
利
用
課
の

担
当
者
は
、「
勝
手
な
名
称
使
用

（
登
録
木
材
関
連
事
業
者
）
に
つ

い
て
は
罰
則
を
設
け
る
」と
話
す

が
、
無
登
録
事
業
者
に
義
務
や
罰

則
は
な
い
。
登
録
事
業
者
へ
の
優

遇
策
は
、「
今
後
検
討
し
て
い
く
」

と
し
て
い
る
。

　

主
務
省
令
や
登
録
制
度
に
関
す

る
詳
細
は
こ
れ
か
ら
協
議
す
る
が
、

年
末
を
メ
ド
に
制
度
の
内
容
に
関

し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募

集
す
る
予
定
だ
と
い
う
。
来
年
２

月
に
公
表
す
る
予
定
だ
。

現
地
が「
合
法
」な
ら「
合
法
」

　

国
際
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
Ｆ
ｏ
Ｅ

ジ
ャ
パ
ン（
東
京
・
板
橋
）の
三
柴

淳
一
事
務
局
長
は
、
新
法
の
成
立

を
受
け
、「
こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本

に
流
通
す
る
木
材
は
合
法
だ
と
言

い
切
れ
て
し
ま
う
。
危
機
的
だ
」

と
警
鐘
を
鳴
ら
す
。

　

現
在
の
日
本
の
合
法
証
明
と
し

て
、
林
野
庁
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

次
の
３
つ
の
方
法
を
認
め
て
い
る
。

１�

森
林
認
証（
Ｓ
Ｇ
Ｅ
Ｃ
、
Ｆ
Ｓ

Ｃ
、
Ｐ
Ｅ
Ｆ
Ｃ
な
ど
）で
証
明

す
る

２�

業
界
団
体
の
認
定
を
受
け
た
事

業
者
が
証
明
す
る

３�

事
業
者
独
自
の
取
り
組
み
で
証

明
す
る

　

こ
の
仕
組
み
で
は
、
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
や
事
業
者
等
が「
合
法
」

だ
と
証
明
書
を
発
行
す
れ
ば
、「
合

法
」に
な
る
。
サ
ラ
ワ
ク
産
の
合

板
が
現
在
、
堂
々
と
流
通
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
日
本
の
合
法
証

明
制
度
が
本
来
の
意
味
で
機
能
し

て
い
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。

　

英
国
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る

チ
ャ
タ
ム
・
ハ
ウ
ス（
英
国
王
立

国
際
問
題
研
究
所
）も
、「
日
本
の

企業名 登録の有無

製紙メーカー
王子製紙 検討中
日本製紙 検討中
三菱製紙 無回答

商社

伊藤忠商事 検討中
住友商事 無回答
住友林業 検討中
伊藤忠建材 検討中
丸紅建材 検討中
三井住商建材 無回答
三井物産 検討中

問屋
ジャパン建材 無回答
ジューテック 検討中
ナイス 前向き

住宅

旭化成ホームズ 検討中
積水ハウス 検討中
大和ハウス 検討中
トヨタホーム 無回答
パナホーム 検討中
ミサワホーム 検討中

住宅設備
TOTO 検討中
LIXIL 検討中

ゼネコン

大林組 検討中
鹿島建設 検討中
清水建設 未定
大成建設 検討中
竹中工務店 検討中

家具

IDC大塚家具 検討中
イケア 無回答
島忠 検討中
ニトリ 検討中
良品計画 検討中

DIY

アイリスオーヤマ 未定
カインズ 検討中
コメリ 無回答

DCMホールディングス 無回答

デベロッパー

住友不動産 無回答
東急不動産 検討中
野村不動産 予定なし
三井不動産 検討中
三菱地所 検討中
森ビル 検討中

クリーンウッド法に関する
企業意識調査

方
針
の
判
断
基
準
を
改
定
し
、

２
０
０
６
年
度
以
降
、「
政
府
調

達
」に
あ
た
っ
て
は
合
法
性
が
確

認
さ
れ
た
木
材
の
み
を
使
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
が
、
政
府
調
達
に
限
定
さ
れ
、

民
間
事
業
で
は
罰
則
や
取
り
締
ま

る
規
制
が
な
く
、
い
わ
ば
野
放
し

状
態
が
続
い
て
い
る
の
だ
。

骨
抜
き
の
新
法
が
成
立

　

今
年
５
月
13
日
に
は
、「
合
法
伐

採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」（
ク
リ
ー
ン

ウ
ッ
ド
法
）が
成
立
し
、
20
日
に
公

布
さ
れ
た
。
１
年
後
の
２
０
１
７

年
５
月
20
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、ク
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
法
は
、
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木
材
合
法
性
証
明
制
度
は
、
民
間

取
引
に
関
し
て
は
自
主
的
制
度
で

あ
り
、
深
刻
な
設
計
上
の
脆
弱
さ

を
抱
え
て
い
る
。
日
本
市
場
か
ら

違
法
木
材
製
品
を
排
除
す
る
に
は

限
界
が
あ
る
」と
指
摘
す
る
。

　

極
め
て「
グ
レ
ー
」
な
木
材
を

「
白
」と
見
る
か
、「
黒
」と
見
る
か
。

　

三
柴
事
務
局
長
は
、「
法
律
に

抵
触
し
な
い
限
り
、
企
業
は
グ

レ
ー
を
白
と
み
な
す
。
た
だ
し
、

伐
採
地
の
住
民
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
訴

え
ら
れ
た
り
、
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ

た
り
す
る
可
能
性
は
常
に
つ
き
ま

と
う
」と
話
す
。

　

さ
ら
に
、
日
本
市
場
が
縮
小
す

る
な
か
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
に
乗
り
遅
れ
れ
ば
死
活
問

題
だ
。
法
規
制
の
あ
る
Ｅ
Ｕ
、
米

国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
取
り
引

き
が
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
い
。

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
２
０
１
５

年
10
月
、
国
内
最
大
手
の
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト「
フ
ェ
ア
・
プ

ラ
イ
ス
」が
、
製
紙
大
手
ア
ジ
ア
・

パ
ル
プ
・
ア
ン
ド
・
ペ
ー
パ
ー
・

グ
ル
ー
プ（
Ａ
Ｐ
Ｐ
）
の
紙
製
品

を
店
頭
か
ら
撤
去
す
る
こ
と
を
発

表
し
た
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
や
パ
ル
プ
材
の

木と紙のリスクはグレーゾーンにあり

ワ
イ
ス
・
ワ
イ
ス
が
内
装
を
手
掛
け
た
ド
リ
ー
ム
・

ア
ー
ツ（
東
京
・
渋
谷
）の
オ
フ
ィ
ス
上　

ワ
イ
ス
・

ワ
イ
ス
の
Ａ
Ｋ
Ｉ
シ
リ
ー
ズ
の
ア
ー
ム
チ
ェ
ア

（
６
万
２
千
円
か
ら
）。
ク
リ
や
ナ
ラ
を
使
用

の
イ
ス
は
５
年
前
に
比
べ
て
売

上
高
が
５
倍
に
増
え
た
。
元
は

ロ
シ
ア
産
オ
ー
ク
を
使
用
し
て

い
た
が
、
北
東
北
の
ク
リ
や
北

海
道
の
ナ
ラ
を
使
用
し
て
い
る
。

　

そ
の
ワ
イ
ス
・
ワ
イ
ス
も
加

盟
す
る
フ
ェ
ア
ウ
ッ
ド
・
パ
ー

ト
ナ
ー
ズ
は
、
違
法
伐
採
木
材

で
な
い
木
材
を「
フ
ェ
ア
ウ
ッ

ド
」と
し
て
、次
の
フ
ェ
ア
ウ
ッ

ド
調
達
を
提
案
し
て
い
る
。

・
修
理
・
再
生
し
た
木
製
品

・�

古
材
や
廃
材
を
再
使
用
し
た

ム
ま
で
す
べ
て
を
見
直
し
た
。

　

ワ
イ
ス
・
ワ
イ
ス
の
佐
藤
岳

利
社
長
は「
違
法
伐
採
の
問
題

を
知
り
、
い
ま
す
ぐ
止
め
る
こ

と
を
決
断
し
た
。
１
年
が
か
り

で
木
材
を
リ
ス
ト
化
し
、
時
間

も
労
力
も
か
か
っ
た
が
、
協
力

し
て
く
れ
た
フ
ェ
ア
ウ
ッ
ド
・

パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
の
お
か
げ
で
実

現
で
き
た
」と
語
る
。

　

店
舗
や
ホ
テ
ル
の
内
装
も
手

掛
け
る
同
社
は
グ
リ
ー
ン
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
宣
言
し
た
当
初
、

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
お

　

違
法
伐
採
問
題
を
知
り
、
国

産
材
に
切
り
換
え
た
の
が
家
具

メ
ー
カ
ー
の
ワ
イ
ス
・
ワ
イ
ス

（
東
京
・
渋
谷
）だ
。

　

２
０
０
９
年
に「
グ
リ
ー
ン

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
開
始
し
、

リ
ス
ク
の
高
い
木
材
か
ら
国
産

材
に
切
り
換
え
て
き
た
。

２
０
１
２
年
ま
で
に
カ
タ
ロ
グ

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の

家
具
約
４
０
０
点
を
合
法
材
に

代
え
、
そ
の
う
ち
８
割
に
国
産

材
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
。

見
え
な
い
ソ
フ
ァ
ー
の
フ
レ
ー

り
を
受
け
て
、
経
営
危
機
に

陥
っ
て
い
た
。

　

だ
が
、「
価
格
競
争
の
負
の
ス

パ
イ
ラ
ル
に
苦
し
む
な
か
で
、

『
本
当
の
豊
か
さ
』を
考
え
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
終
わ
っ
て
し
ま

う
と
思
い
、グ
リ
ー
ン
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
か
け
た
」（
佐
藤
社
長
）

と
振
り
返
る
。
２
０
０
８
年
当

時
は
、
国
産
材
を
求
め
て
毎
週

山
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

同
社
の
思
い
は
、
少
し
ず
つ

消
費
者
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
Ａ
Ｋ
Ｉ（
ア
キ
）シ
リ
ー
ズ

ワ
イ
ス
・
ワ
イ
ス
、国
産
材
８
割
に

木
製
品

・�

最
低
限
、
違
法
伐
採
で
な
い
木

材（
違
法
伐
採
、
生
態
系
破
壊
、

地
域
社
会
へ
の
悪
影
響
、
絶
滅

危
惧
種
の
恐
れ
が
な
い
）

・�

国
産
材
や
地
域
材
な
ど
近
く
の

森
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
木
材

・�

地
域
住
民
が
自
ら
適
切
に
森

林
管
理
し
て
い
る
木
材（
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
材
、
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
）

・�

信
頼
で
き
る
第
三
者
機
関
の

森
林
認
証
を
受
け
た
木
材

（
森
林
認
証
材
）

　

フ
ェ
ア
ウ
ッ
ド
の
な
か
で
も
、

国
産
材
・
地
域
材
の
活
用
は
、

日
本
の
林
業
再
生
の
カ
ギ
を
に

ぎ
る
。
林
野
庁
は
２
０
２
５
年

ま
で
に
木
材
自
給
率
50
％
を
目

指
す
。

　

Ｆ
ｏ
Ｅ
ジ
ャ
パ
ン
の
三
柴
事

務
局
長
は
、「
２
０
２
０
年
を
想

像
す
る
と
、
残
念
な
こ
と
に
熱

帯
天
然
林
は
切
り
尽
く
さ
れ
て

し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
残
っ

た
木
を
日
本
企
業
は
買
え
る
か
。

い
ま
の
う
ち
か
ら
、
国
産
材
や

持
続
可
能
な
調
達
を
進
め
る
こ

と
で
資
源
競
争
の
準
備
を
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
」と
い
う
。


